
相模原麻溝公園動物広場（ポニー乗馬場の利用）に係る減免規定 

 
○相模原市都市公園条例施行規則 
 
 （利用料金の減免申請等） 
第７条の２ 
 
  （省 略） 
 
３ 条例第6条の2第2項の承認に係る利用料金(動物広場ポニー乗馬場の利
用料金に限る。)の減額又は免除は、次の各号のいずれかに該当する場合
に、当該各号に定める率により行う。 
(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を

受けている者、児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所において知

的障害と判定を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

が利用するとき。 100パーセント 

(2) 相模原市医療費助成条例施行規則(昭和49年相模原市規則第17号)第12

条第1項第2号に規定するひとり親家庭等であることの証明書に記載され

ている者(これに準ずる市外在住の者を含む。)が利用するとき。 100パ

ーセント 

(3) 指定管理者が条例第20条の6の規定により行う同条第6号の事業のため

利用するとき。 100パーセント 

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認め、市長

の承認を得たとき。 市長の承認を得て指定管理者が定める率 
 
  （省 略） 
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